
１
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名　
　
　

公
報
番
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日
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五
二　
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す　
　

号
外
一　

一
〇

　
　
　
　
　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
三　
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

改
正
す
る
条
例

　
　

五
四　
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
五　
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
六　
秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
七　
市
町
村
へ
の
権
限
委
譲
の
推
進
に
関
す
る　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
八　
秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

条
例
及
び
秋
田
県
公
的
医
療
機
関
等
設
備

　
　
　
　
　

整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
九　
秋
田
県
准
看
護
師
免
許
等
手
数
料
徴
収
条　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

六
〇　
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

る
条
例

　
　

六
一　
秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

す
る
条
例

　
　

六
二　
秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

入
促
進
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

　
　
　
　
　

例

　
　

六
三　
秋
田
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

条
例

　
　

六
四　
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

改
正
す
る
条
例

　
　

六
五　
秋
田
県
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条　
　

号
外
一　

一
〇

　
　
　
　
　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

六
六　
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条　
　

号
外
二　

〃

　
　
　
　
　

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

五
二　
災
害
救
助
法
施
行
細
則　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
八　
　

三

　
　

五
三　
秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導　

二
〇
二
〇　

一
〇

　
　
　
　
　

入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

　
　
　
　
　

正
す
る
規
則

　
　

五
四　
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規　
　

号
外
三　

〃

　
　
　
　
　

則

　
　

五
五　
秋
田
県
医
学
生
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施　

二
〇
二
六　

三
一

　
　
　
　
　

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　

五
六　
秋
田
県
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規　
　

号
外
二　

〃

　
　
　
　
　

則

　
　

五
七　
秋
田
県
公
的
医
療
機
関
等
設
備
整
備
資
金　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　
　

貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

四
一
四　
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定　
　

二
〇
一
八　
　

三

　

四
一
五　
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

更

　

四
一
六　
道
路
区
域
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
一
七　
建
築
基
準
法
に
よ
る
指
定
構
造
計
算
適
合　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

性
判
定
機
関
の
指
定

　

四
一
八　
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

可

　

四
一
九　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
、
設
置
者
等
の　

二
〇
一
九　
　

七

　
　
　
　
　

変
更
に
関
す
る
届
出

　

四
二
〇　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日
、
施
設
等
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

変
更
に
関
す
る
届
出

　

四
二
一　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九　
　

七

　

四
二
二　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
承
認　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
二
三　
道
路
区
域
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
〇　

一
〇

　

四
二
四　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　

二
〇
二
一　

一
四

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止

　

四
二
五　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

　
　
　
　
　

る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

　

四
二
六　
救
急
病
院
の
認
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
二
七　
道
路
区
域
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
二
八　
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託　
　
　
　
　
　

二
〇
二
二　

一
七

　

四
二
九　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
〇　
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
一　
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

発
生

　

四
三
二　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
る
報
告
の
徴
求　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
三　
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
四　
道
路
区
域
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
五　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
六　
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
三
七　
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
業
務
の
廃　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

止
の
届
出

　

四
三
八　
秋
田
県
国
土
利
用
計
画
の
変
更　
　
　
　
　
　

号
外
一　

〃

　

四
三
九　
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定　
　

二
〇
二
三　

二
一

　

四
四
〇　
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

更

　

四
四
一　
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
四
二　
秋
田
県
田
沢
湖
ス
キ
ー
場
の
利
用
料
金
の　

二
〇
二
四　

二
四

　
　
　
　
　

額
の
承
認

　

四
四
三　
争
議
行
為
の
予
告　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
五　

二
八

　

四
四
四　
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　
条　
　
　
　
　
　
例

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

公
布
又
は

公
示
番
号 平

成
二
十
年

十

月

中

第
二
千
十
八
号
か
ら

第
二
千
二
十
六
号
ま
で

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則
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案
の
縦
覧

　

四
四
五　
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦　

二
〇
二
五　

二
八

　
　
　
　
　

覧

　

四
四
六　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
四
七　
道
路
区
域
の
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
四
八　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
四
九　
県
議
会
臨
時
会
の
招
集　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
六　

三
一

　

四
五
〇　
平
成
二
十
年
度
准
看
護
師
試
験
の
実
施　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
五
一　
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

申
請

　

四
五
二　
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

申
請

　

四
五
三　
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
の
変
更　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
五
四　
保
安
林
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
五
五　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
通
知　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
五
六　
第
三
十
七
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
合　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

格
者

　

四
五
七　
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
手
続
開
始　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
五
八　
都
市
計
画
の
変
更
予
定
及
び
都
市
計
画
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

案
の
縦
覧

　

四
五
九　
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　

四
六
〇　
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

定
さ
れ
る
水
深
の
公
表

　

四
六
一　
公
有
水
面
の
埋
立
地
の
用
途
の
変
更
の
許　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

可

　

四
六
二　
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新　
　
　
　
　

号
外
一　

〃

　

四
六
三　
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定　
　
　
　
　

〃　
　

〃

　

四
六
四　
休
猟
区
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　

〃

　

四
六
五　
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
更
新　
　
　
　
　
　

〃　
　

〃

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の　

二
〇
一
八　
　

三

　
　
　
　
　

届
出

　
　
　
　

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

実
施

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認　

二
〇
一
九　
　

七

　
　
　
　
　

証
の
申
請

　
　
　
　

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

実
施　

二
件

　
　
　
　

○
物
品
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の　

二
〇
一
九　
　

七

　
　
　
　
　

実
施　

二
件

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

届
出

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
秋
田　

二
〇
二
〇　

一
〇

　
　
　
　
　

県
認
証
局
及
び
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己

　
　
　
　
　

署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
の

　
　
　
　
　

変
更

　
　
　
　

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

申
請　

二
件

　
　
　
　

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
暖
房
用
燃
料
単
価
契
約
に
係
る
一
般
競
争　

二
〇
二
一　

一
四

　
　
　
　
　

入
札
の
実
施

　
　
　
　

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入　

二
〇
二
二　

一
七

　
　
　
　
　

札
の
実
施

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
新
た
な
土
地
改
良
事
業
の　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

施
行
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決

　
　
　
　
　

定

　
　
　
　

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可　
　
　
　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の　

二
〇
二
四　

二
四

　
　
　
　
　

実
施

　
　
　
　

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定　

二
〇
二
五　

二
八

　
　
　
　
　

三
件

　
　
　
　

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入　
　

〃　
　
　

〃

　
　
　
　
　

札
の
実
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の
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